
掲示物①                                                                

 

大規模小売店舗立地法第 6条第 2項の規定による変更前の変更（又は、附則第 5条第 1項の規定による既

存店の最初の変更）について、同法施行規則第 11条第 2項の規定に基づき、掲示します。 

 

令和 8年 5月 25日 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
名 称  ミスターマックス倉賀野ショッピングセンター 
所 在 地  群馬県高崎市倉賀野町 4694番 1 外 

 
２ 設置者の名称及び所在地 
氏名又は名称  株式会社ミスターマックス・ホールディングス 
法人代表者氏名  代表取締役 平野 能章 
住 所  福岡県福岡市東区松田一丁目 5番 7号 
 

３ 変更に係る事項 
（１）大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 
①駐車場の位置及び収容台数 

位置 変更前 変更後 

駐車場① 558台 365台 

駐車場② 371台 352台 

合計 929台 717台 
 
②駐輪場の位置及び収容台数 

位置 変更前 変更後 

駐輪場①  74台 26台 

駐輪場②  52台 38台 

駐輪場③ - 22台 

合計 126台 86台 
 
（2）大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 
①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者名 変更前 変更後 

株式会社ミスターマックス 午前 10時 00分～午後 10時 00分 午前 9時 00分～午後 10時 00分 

株式会社西松屋チェーン 午前 10時 00分～午後 10時 00分 

変更なし 
株式会社ロピア 午前 8時 00分～午後 10時 00分 

株式会社大創産業 午前 10時 00分～午後 10時 00分 

株式会社ザクティブ 午前 10時 00分～午後 10時 00分 

 

４ 変更を予定する年月日 
(1)令和 8年 12月 28日(予定) 
(2)令和 8年 4月 28日 
※(1)②駐輪場の位置及び収容台数については既に変更済みです。 
届出上、変更可能な日付であり、実際の変更日とは異なります。 

 
５ 変更をしようとする理由 
店舗運営・運用計画の変更のため 

 
６ 問合せ先 
名 称 ： 株式会社エスパシオコンサルタント 
担当者所属部署 ： 環境企画部 
担 当 者 氏 名 ： 飯森 倫仁 
電 話 番 号 ： 03-6222-2209 
F A X 番 号 ： 03-6222-2207 

 

 

掲示期間：令和 8年 5月 25日～令和 8年 8月 28日 



掲示物② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物配置図及び 1階平面図（変更前） 建物配置図及び 1階平面図（変更後） 

2階平面図（変更前） 2階平面図（変更後） 


